
  
Ⓒ 2022 Nagashima Ohno & Tsunematsu 

 

 
2022年 4月 No.15 

2022年 6月総会対策～重要トピック最終チェック～ 
 弁護士 田原 一樹 
 弁護士 井上   聡 
 弁護士 石本 晃一 

はじめに 

2022年 6月の総会シーズンまで残すところあと 2か月となり、6月総会を予定されている企業においては、ま
さに総会準備の佳境を迎えているところかと存じます。本ニュースレターでは、近時の株主総会の傾向を踏まえた
上で、今年の総会準備を進めるに際して、特に留意されるべき重要トピックの最終チェックを行うという観点から、
焦点を絞って解説いたします。 

近時の株主総会の傾向を踏まえた本年 6月の総会運営 

1. 近時の株主総会の傾向 

下表のとおり 1、過去 2 年間は、2019 年以前（コロナ前）と比較して、平均所要時間、平均出席株主数及びの
べ質問者数がいずれも著しく減少しています。ただし、平均所要時間は、2021年においては若干増加しています。
これは初めてwithコロナにおける総会運営が行われた2020年よりも、事業報告の説明にかける時間を増やす等、
コロナ前にある程度近い形での総会運営を実施した会社が一定数存在したことが一つの要因として挙げられるの
ではないかと考えられます。他方で、引き続き、平均出席株主数は減少し、また、のべ質問者数については、2020
年から微増に留まっています。 

 

 
 
このような過去 2年間における平均所要時間、平均出席株主数及びのべ質問者数の大幅な減少の要因として、会

社側における「来場自粛要請」や「事前の議決権行使の要請」が株主の行動に対し一定の影響を与えていることも
                             
1 資料版商事法務 448号 159-161頁に基づき作成 
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挙げられると考えられます。2021年の招集通知において「来場自粛の要請」を行った会社は 82.3％（前年比 8.1
ポイント増）、「事前の議決権行使の要請」を行った会社は 79.2％（前年比 3.8ポイント増）となっており 2、これ
らの要請はコロナ禍における対応として一般化したものといえ、本年 3 月総会に関する各社の招集通知において
も大半の会社において、同様の要請を実施していることが確認されました。 

 

2. 本年 6月の総会運営 

本ニュースレター発行の時点で、まん延防止等重点措置は全ての都道府県で終了しているものの、現時点におい
て 6 月時点における感染状況を予測することは引き続き困難である以上、本年 6 月においても、2021 年と同様、
来場自粛等の要請を含め、with コロナの総会運営を行うことを前提として総会準備を進める会社が多いのではな
いかと思われます。 

 
また、株主総会の開催時間の短縮化については、本年 6月時点における感染状況を踏まえつつ、どの程度の短縮

を図るか（特に事業報告の説明にどの程度の時間をかけるか）については各社の判断が分かれる可能性はあると考
えられるものの、①出席株主数・議決権数・定足数の充足の報告についての省略、②監査報告の簡略化（単体の報
告は行わず、また連結の報告については監査役ではなく取締役（議長）において実施）といった手法は本年度にお
いても一定数の企業において引き続き活用されるのではないかと推察されます。 

 
なお、開催時間の短縮化の手法に関しては、事前の議決権行使によって承認可決が確実である場合に、採決に当

たって株主の拍手等の具体的な手続を経ることなく、提出議案が承認可決されたものと取り扱うことができるかと
いう議論があります。結論としては、採決方法は議長が合理的な範囲で決めることができるため、書面による議決
権行使等により事前に結果が明らかになっており、会場の株主を全員賛成又は反対として取り扱っても結論が変わ
らないのであれば、拍手等を求めず、議長が事前の議決権行使により提出議案の可決要件を充足していることを説
明した上で、提出議案が承認可決されたものと取り扱うことは可能と考えられます。もっとも、会場において株主
の積極的な意思確認を求めるプロセスを省略することに対する違和感が呈されることもあるので、実際にこのよう
な方法を採用するか否かは、開催時間の短縮と株主によるインタラクションのどちらを重視するかという点に関す
る会社の価値判断に沿う形でご判断いただければよいのではないかと思われます。 

バーチャル株主総会 

来場を自粛した株主への株主総会への参加機会の確保にも資する手段として、以下に述べるとおりバーチャル株
主総会を行う会社が増加しているという点も、近時の重要な傾向として留意する必要があります。 

 

1. バーチャル株主総会の分類 3 

バーチャル株主総会は、物理的な開催場所を設けた上でインターネット等によってアクセスすることを可能とす
るハイブリッド型バーチャル株主総会と、物理的な開催場所が存在しないバーチャルオンリー型株主総会に大きく
分類することができます。 

 
さらに、ハイブリッド型バーチャル株主総会は、物理的な出席のみが認められ、インターネットを通じて株主が

審議の様子を傍聴することのみを許容する形式のハイブリッド「参加型」バーチャル株主総会と、物理的な出席を
前提としつつ、インターネット等を通じて株主がバーチャル出席することも許容するハイブリッド「出席型」バー
チャル株主総会に分類することができます。 

 
①ハイブリッド「参加型」バーチャル株主総会、②ハイブリッド「出席型」バーチャル株主総会、③バーチャル

オンリー型株主総会の概要を簡単にまとめると下表のとおり整理されます。 
                             
2 「株主総会白書 2021年版」旬刊商事法務 2280号 14頁、66-69頁 
3 経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」（2020年 2月 26日公表） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-2.pdf
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バーチャル株主総会の分類 

 
ハイブリッド型バーチャル株主総会 バーチャルオンリー型 

株主総会 参加型 出席型 

物理的な開催場所 有り 有り 無し 

バーチャルでの出席可否 × ○ ○ 

バーチャルでの質問可否 ×4 ○ ○ 

バーチャルでの動議可否 × ○／×5 ○ 

バーチャルでの議決権行

使可否 
× ○ ○ 

 

2. ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施動向 

ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施動向は全体として増加傾向にあり、2021年に実施されたアンケート
結果では、既に実施している会社と実施予定の会社の合計は、「参加型」が 463社（前年比 10.6ポイント増）、「出
席型」が 113社（前年比 2.4ポイント増）と増加しており、比率としては「参加型」が「出席型」の 4倍以上と
なっています 6。 

 
上述のとおり、本年度の 6月総会も withコロナでの総会運営となることが想定される中で、来場を自粛した株

主への株主総会への参加機会を確保する観点も踏まえ、ハイブリッド型バーチャル株主総会は、引き続き増加の傾
向を維持すると思われます。もっとも、「出席型」はシステム等の技術的な環境を整備する必要があり、また、リ
アル出席した株主とインターネット等により出席した株主の両面において決議取消のリスクに備える必要がある
というハードルがあるのに対して、「参加型」は、そのような高いハードルがあるわけではありません。以上から
すれば、本年度においても引き続きハイブリッド「参加型」バーチャル株主総会が主流になると考えられます。 

 

3. バーチャルオンリー型株主総会 

産業競争力強化法の改正 7によって、会社法の特例として「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設さ
れ、上場会社において適法にバーチャルオンリー型株主総会を開催できることになりました。実際に 2021年には、
IT企業 3社がバーチャルオンリー型株主総会を開催しています。 

 
バーチャルオンリー型株主総会を開催するに当たっては、以下の要件を充足する必要があります 8。 
① 上場会社であること 
② 「省令要件」9該当性について経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けること 
③ 定款の定めがあること 
④ 招集決定時に「省令要件」に該当していること 
 

                             
4 会社は任意でインターネット等の手段による参加株主からコメントを受け付け、紹介・回答することが可能です。 
5 経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」においては、動議に対応するシステムを整備することの困難性を理
由に、事前に招集通知等で周知することを前提として、バーチャル出席株主は動議を提出できないものとし、また、動議の採決に際し
てバーチャル出席株主を（実質的動議については）棄権・（手続的動議については）欠席として扱うという対応も許容されるとされて
います。 
6 「株主総会白書 2021年版」旬刊商事法務 2280号 178-181頁 
7 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和 3年法律第 70号） 
8 産業競争力強化法 66条 1項及び 2項 
9 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令（令和３年法務省・経済産業省令第１号）１条 
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このうち③については、コロナの影響も踏まえ、経過措置規定 10により、施行後 2年間（2023年 6月 16日ま
で）は、②の「確認」を受けた上場会社については「定款の定め」があるものとみなすことができるため、定款変
更を要せずにバーチャルオンリー型株主総会を実施することが可能です。上述した 2021年にバーチャルオンリー
型株主総会を開催した 3社も、この経過措置規定を利用したものです。しかし、2023年 6月 17日以降にバーチ
ャルオンリー型株主総会を開催するためには株主総会の特別決議による定款変更手続が必要となります。バーチャ
ルオンリー型株主総会には、システム面の整備や通信障害時の決議取消しのリスク等の高いハードルがあること等
から、今年、実施例自体が急増するとは思われませんが、将来に向けた選択肢を確保するために定款変更議案につ
いては付議する会社が一定数出てくると予想されます。特に、本年の株主総会においては、以下で述べるとおり多
くの会社において電子提供措置に係る定款変更議案を付議すると思われるところ、当該定款変更議案と併せて、バ
ーチャルオンリー型株主総会の実施規定を設けるということも考えられます。 

 
バーチャルオンリー型株主総会については、①運営コストの低減、②機動的な開催を図ることができる、③遠隔

地の参加が容易になる等のメリットがある一方で、会社・経営陣と株主との間の有意義な対話・交流が妨げられる、
質問等が会社に恣意的に取捨選択される懸念があるといった指摘もあります。そのため、バーチャルオンリー型株
主総会を可能とする定款変更議案に対する議決権行使助言会社及び機関投資家の動向も分かれています。議決権行
使助言会社のうち、グラスルイスの議決権行使助言基準では、原則賛成を推奨するとの方針が採用されているのに
対して 11、ISS は、「バーチャルオンリー型株主総会の開催を感染症拡大や天災地変の発生に限定する場合」を除
き、原則として反対を推奨するという方針を採用しています 12。主な機関投資家の中で、議決権行使基準において
関連する基準等を定めているところは現状数社に留まっています。当該基準等においては基本的に賛成意見が示さ
れていますが、今後も引き続き各機関投資家の動向に注意が必要です。 

 
2021年 6月総会においてバーチャルオンリー型株主総会の開催を可能にするための定款変更を行った 10社に

おいては、議案の賛成率は各社で様々ですが、いずれも比較的高い賛成率で承認されています 13。ただし、上述し
た議決権行使助言会社や機関投資家の動向次第では、反対推奨に対する自社の見解を開示する等、定款変更議案へ
の株主の理解を得るための対応が必要になり得ることから、本年度バーチャルオンリー型株主総会を可能とする定
款変更議案を付議する会社においては、留意が必要です。 

 

4. 来年以降の対応 

このようなバーチャル株主総会（特にハイブリッド型バーチャル株主総会）は、コロナ禍における対応として急
速に広まることになったものではあるものの、株主に対し株主総会への多様な参加方法を確保し、開かれた株主総
会を実現するという観点から、来年以降、仮にコロナ禍が収束したとしても、引き続き増加傾向が継続することが
予想されます。本年度においてバーチャル株主総会を実施しないものと判断した会社においても、本年度の他社の
動向も踏まえつつ、来年度以降、必要に応じて、その実施要否を含め、自社にとって最適な総会運営の方法を検討・
検証することが望ましいものと考えられます。 

事前質問の活用 

来場を自粛した株主への株主総会への参加機会を確保するための施策として事前質問の募集を行う会社が7.1％
（前年比で 4.6ポイント増）となり、実際に事前質問がなされた場合には、議場で取り上げる、総会前後にホーム
ページ等で回答するといった丁寧な対応が増加する傾向にあるという点も、近時の重要な傾向として留意する必要
があります 14。 

 
                             
10 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則 3条 1項 
11 GLASS LEWIS「2022 Policy Guidelines - Japan」（英語版）49-50頁 
12 ISS「2022年度版日本向け議決権行使助言基準」（2022年 2月 1日施行）18頁 
13 中村拓海＝笹岡武史「バーチャルオンリー総会に向けた定款変更と投資家対応」資料版商事法務 449号 7-11頁 
14 「株主総会白書 2021年版」旬刊商事法務 2280号 68頁、144-145頁 

https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2021/12/Japan-Voting-Guidelines-GL-2022.pdf?hsCtaTracking=898224c4-0005-4b27-a16a-bf14a667323d%7C0f0ef09c-ec1d-4e8f-8674-1c864c49a265
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf
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株主総会において株主の満足度を高めるためには、経営陣が自ら株主の質問を受け、自分の言葉で説明を尽くす
という点が重要と考えられるところ、株主からの事前質問を受け付けて任意に回答することによって、より広い範
囲の株主との対話を実現していくことが考えられます。事前質問に対する回答方法は各社において様々な対応が採
られているところではありますが、回答内容をナレーションに盛り込んだり、紋切り型の回答を準備するのではな
く、社長や担当取締役の言葉で正面から回答していくことが、株主のさらなる満足につながっていく側面があるた
め、本年度において事前質問を実施する会社においては、このような対応を検討することも考えられます。 

 
事前質問は、会社法上の株主の質問権の行使 15ではありませんが、会社側の回答により株主に対する説明が充実

するという実質的な効果は同様であり、加えて、会社としては事前に準備することにより回答内容を充実させるこ
とができるというメリットもあります。事前質問のデメリットとして、総会の場で重ねて質問が出された場合には、
「調査が必要な場合」16に該当することを理由に説明を拒否することはできないという点には留意する必要があり
ますが、株主の参加がオンライン中心となるのであれば、それが実際に問題となるケースは少ないように思われま
す。以上からすれば、株主との対話を促進する手段として、事前質問は本年度に限らず、来年以降も積極的にその
活用を検討することも考えられるのではないかと思います。 

電子提供措置制度等、会社法改正に関連して留意すべきポイント 

株主総会の電子提供措置に関する令和元年改正会社法が本年 9 月 1 日から施行され、上場会社は 2023 年 3 月
1 日以降に開催する株主総会から電子提供措置の利用を強制されることになります。多くの上場会社においては、
2022 年の定時株主総会において、以下の 3 つの定款変更をセットで行うことが考えられ、その際、基本的には、
全国株懇連合会が公表した定款モデルに則した定款変更がなされることが想定されます。 

 
① 電子提供措置をとる旨の定款規定の新設 
② 書面交付請求の制限に関する定款規定の新設 
③ （電子提供制度が導入される結果不要となる）インターネット開示の根拠規定の削除 
 
実際、本年 3 月総会の多くの上場企業において、かかる 3 点セットの定款変更が上述の定款モデルに即して実

施されており、本年 6 月総会おいても基本的に同様の対応をとる会社が大半を占めることになるものと思われま
す。電子提供措置については、NO&T Corporate Legal Update No.11（2022年 2月）において詳細に解説を行
っておりますので、ご参照ください。 

 
なお、電子提供措置制度に関しては、そもそも、2023年の電子提供措置の利用開始に向けて、株主に対しその

制度内容をどのように事前に周知・説明するのかという実務上の課題もあります。各社においては、まず来年の電
子提供措置制度下の招集通知として具体的にどのような書類を送付するのかを検討すると共に、株主に対する周
知・説明の具体的な方策として、例えば、株主通信の送付時等、2023年総会の招集通知発送までの適宜のタイミ
ングにおいて周知を図ることが考えられます。 

 
その他、令和元年会社法・会社法施行規則の改正との関係で、本年 6月総会において新たに留意すべきポイント

は特段ありません。もっとも、当該改正により、役員報酬等に関する事項や補償契約・役員賠償責任保険契約に関
する事項等を中心に株主総会参考書類・事業報告の記載事項については、大幅な変更点が生じたところ、昨年の総
会時点においては事例の蓄積も乏しく、これらについて手探りでの対応を迫られた会社も多かったのではないかと
思いますので、昨年度の他社における対応状況を踏まえて、今一度、自社の株主総会参考書類・事業報告の内容に
ついて見直しを行うことも考えられると思います。令和元年会社法改正の留意点については NO&T Corporate 
Legal Update No.5（2021年 4月）において、補償契約の各社の締結状況等については NO&T Corporate Legal 
Update No.13（2022年 3月）において、それぞれ詳細に解説を行っておりますので、併せてご参照ください。 
                             
15 会社法 314条 
16 会社法 314条但書、会社法施行規則 71条 1号イ 

https://www.noandt.com/publications/publication20220216/
https://www.noandt.com/publications/publication21748/
https://www.noandt.com/publications/publication21748/
https://www.noandt.com/publications/publication20220330-2/
https://www.noandt.com/publications/publication20220330-2/
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機関投資家・議決権行使助言会社の動向と留意点 

2021年 6月総会における機関投資家の議決権行使状況や議決権行使助言会社の動向を踏まえ、2022年 6月総
会において、主要な議案について留意すべきと思われる点としては例えば以下の点が挙げられます。以下の留意事
項に該当する企業におかれましては、既に本年度の総会対策として、機関投資家との対話を積極的に実施する等し
て、対策を講じられているところではあるかと存じますが、改めて留意点をまとめたいと思います。 

 

1. 取締役選任議案 

社内取締役の選任議案のうち、賛成率が低かったものの要因としては、①取締役会限りで買収防衛策を導入・継
続していること、②ROE（自己資本利益率）の水準が継続的に低いこと、③取締役会の構成に問題があること（社
外取締役の割合が 3分の 1を下回っている等）、④直前の在任期間中に不祥事事案が発生したこと等が挙げられま
す。 

 
特に、③取締役会の構成との関係では、議決権行使助言会社の以下の議決権行使助言基準にも留意する必要があ

ります。 
 機関設計を問わず、株主総会後の取締役会に占める社外取締役の割合が 3 分の 1 未満である場合、経営ト

ップである取締役に反対を推奨すること 17（ISS） 
 機関設計を問わず、独立役員が 3 分の 1 未満である場合に加えて、監査役会設置会社において、独立社外

取締役が 2名未満の場合、会長等に反対を推奨すること 18（グラスルイス） 
なお、本年の総会には無関係であるものの、2023年 2月から、ISSが、株主総会後の取締役会に女性取締役が

一人もいない場合は、経営トップである取締役に対して反対を推奨する新基準を導入すること 19にも留意が必要で
す。 

 
社外取締役の選任議案については、大株主からの派遣取締役であったり、在任期間が非常に長期に及んでいたり

することによって、独立性基準を満たしていないという点が賛成率の低下につながっている事例が見受けられます。
社外取締役の選任に際してはそのスキルの重要性も指摘されているところではありますが、議案の賛否に際しては、
より客観的・形式的に判断可能な独立性基準を満たしているか否かが重要とも考えられ、このような者を社外取締
役に選任しようとする場合には、その理由について十分な説明をした上で投資家の理解を得られるように努めるこ
とが肝要になるものと考えられます。 

 

2. 買収防衛策 

議決権行使助言会社である ISS やグラスルイスは、ほとんどの平時導入型買収防衛策に反対推奨しているよう
であり、機関投資家も原則として反対するといった厳しい環境にあります。このような環境下にあって、株主総会
における賛成票の確保が困難であること等を理由として、2011年以降、平時導入型買収防衛策保有会社数は継続
して減少を続けています。他方で、2021年 3月期の上場会社において、時価総額が 1,000億円以上の上場会社の
継続率は 50%未満であるものの、時価総額 1,000億円未満の上場会社の継続率は 91.23％という統計結果 20もあ
るところであり、近時のアクティビストの隆盛を踏まえ、可能な限り買収防衛策を維持する方向で検討を行う企業
も多いのではないかと推察されます。2022年も一定数の会社で廃止されることが予想されますが、各社における
買収防衛策の継続可否の判断は、その規模や株主構成等の具体的な状況を踏まえて、是々非々で行われるものと考
えられます。 

 
                             
17 ISS「2022年版日本向け議決権行使助言基準」（2022年 2月 1日施行）11頁 
18 GLASS LEWIS「2022 Policy Guidelines - Japan」（英語版）8頁 
19 ISS「2022年版日本向け議決権行使助言基準」（2022年 2月 1日施行）11頁 
20 磯野真宇＝秀永祐介「買収防衛策をめぐる近時の動向 -2021年株主総会を中心に-」資料版商事法務 452号 133-154頁 
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買収防衛策保有会社数の推移 21 

 

サステナビリティを巡る重要トピックと想定 Q&A 

2021年 6月に公表されたコーポレートガバナンス・コードの改訂にもサステナビリティに関するものが多く含
まれる等、株主総会の準備に当たっても、サステナビリティに関する議論への目配りは重要です。サステナビリテ
ィを巡る課題は多岐にわたりますが、ここでは、特に関心を集めている「環境」と「人権」に関する主なトピック
をご紹介します。総会準備に際しては、各社の事業内容に照らして、これらのトピックに関する株主からの質問が
寄せられる可能性も高いと考えられますので、各社の事業内容にも拠るところではありますが、必要に応じて、想
定 Q&Aの準備・アップデートを行うことも求められることになるかと存じます。 

 

1. 環境 

株主総会との関係では、株主提案権等の株主権を行使する環境アクティビストやファンドの動きを注視する必要
があります。昨年は日本においても環境 NGOやアクティビストが、パリ協定の目標に沿った事業活動のための事
業戦略を記載した計画の策定・開示を定める定款変更や「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」を踏ま
えた経営戦略を開示することを定める定款変更を求める株主提案をし、1 割から 2 割程度の賛成票を集めました。 

 
「環境」がサステナビリティの中でもとりわけ注目を浴びる昨今、機関投資家もスチュワードシップ責任を負う

中で、環境 NGO等による株主提案が機関投資家の議決権行動と結びつきやすくなっているように思われます。現
時点では、大手金融機関や大手商社が主たるターゲットになっていますが、例えば、鉄鋼や自動車等、環境運動の
観点から株主提案がメッセージ効果として高い業種や企業は、今後ターゲットとされる可能性も否定できません。
実際にこのような株主提案がなされた場合には、取締役会としての意見を形成し、会社として取り組んでいる施策
について説明を行うと共に、株主提案に従った定款変更を行うことによる事業への悪影響等を説明していくことが
求められることになります。 

 

2. 人権 

新疆ウイグル地区における強制労働問題、香港問題、ミャンマーの軍事クーデター、そしてウクライナの戦争等、
ここ数年でも人権に関わる問題への関心が一層高まっています。 
 
サステナビリティの分野を牽引する欧州においては、英国の現代奴隷法を筆頭に、主要国において人権や環境と

いったサステナビリティに関する分析と開示に関する法制の整備が進んでいる他、2022年 2月に欧州委員会から、
                             
21 茂木美樹＝谷野耕司＝西川恵祐「敵対的買収防衛策の導入状況とその動向ー2021年 6月総会を踏まえて」旬刊商事法務 2276号
14頁より作成 
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EU レベルでの人権・環境デューディリジェンスの義務化に関する企業のサステナビリティ及びデューディリジェ
ンス指令案が公表される等、人権や環境保護に対する取り組みが引き続き積極的に行われています。 

 
米国においても、強制労働撲滅に向けた動きとして、1930年関税法に基づき、強制労働によって製造等された

製品に対して、米国税関国境警備局（CBP）が違反商品保留命令（Withhold Release Order (WRO)）を発出する
ことにより輸入を差止めることが認められている他、新疆ウイグル自治区で製造等された製品については昨年末に
制定されたウイグル強制労働防止法により、2022年 6月からWROなくして、該当する製品の輸入が禁止可能と
なる等、その規制が強化されます。これに対して、米中の政治的な対立の激化も背景に、中国では、昨年 6月に制
定された「反外国制裁法」により、外国国家による差別的規制措置に関与した関係者・組織に対する財産の差押え
等を含む対抗措置が定められ、外国国家による差別的規制への協力が禁止されました。米国・中国双方と取引を行
う企業はこれらの規制の板挟みになる可能性があるため、その対応方針等について、株主の関心も高まっているよ
うに思われます。ウイグル強制労働防止法については NO&T U.S. Law Update No.67（2022年 1月）において、
反外国制裁法については NO&T Asia Legal Update No.101（2021年 8 月）において解説を行っておりますの
で、併せてご参照ください。 

 
以上の他、ロシアのウクライナへの侵攻によって、日米欧の各国が経済制裁を課しているだけでなく、ロシア向

けの取引や事業から撤退する企業も多く出ており、これによって生じるエネルギー、物流等の事業への影響に加え、
関係国や周辺国の従業員や関係者の安全等、BCP（事業継続計画）その他人道的支援に対する考え方等についても
改めて問われることが考えられます。 

おわりに 

以上述べてきたとおり、株主総会を巡る実務は、コロナという特殊な要因によって、2020年以降激動の時代を
迎えており、その流れは afterコロナの時代にも継続することが予想されます。本ニュースレターが、本年度の総
会運営の検討、ひいては来年以降の各社における新しい総会運営の検討の一助となれば幸いです。 

 
2022年 4月 7日 

 
 
[執筆者] 

田原 一樹（弁護士・パートナー） 
kazuki_tahara@noandt.com 
M&A、プライベート・エクイティ投資、コーポレートガバナンスを中心として、企業法務全般
にわたりリーガルサービスを提供している。 

 
 

井上 聡（弁護士） 
soh_inoue@noandt.com 
日本国内及び海外における紛争解決業務（会社法関連訴訟、労働訴訟、知的財産関連紛争など）
を中心として、企業法務全般に従事している。 

 
 

石本 晃一（弁護士） 
koichi_ishimoto@noandt.com 
M&Aその他各種取引や企業結合審査を中心とする規制・官公庁対応を含む幅広い案件において
サービスを提供している。 
 

https://www.noandt.com/publications/publication20220118-4/
https://www.noandt.com/publications/publication22210/
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【関連セミナーのご案内】 

本号で取り上げた内容を含め、2022年の株主総会対策及び新時代の総会運営について、以下の 
ウェビナー（オンデマンド配信中）で解説していますので、是非ご参照ください。 

 
ADVANCE企業法セミナー 

「2022年定時株主総会に向けて－新時代の総会運営－」 
 
■視聴方法： 
こちらよりログインのうえ視聴にお進みください（無料）。 
 
※本セミナー動画は当事務所のポータルサイト「NO&T Legal Lounge」会員限定コンテンツになります。 
会員の方はログイン後にご視聴ください。会員でない方は、会員登録完了後にご視聴いただけます。 
（視聴推奨環境はこちらをご確認ください。） 

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アド
バイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般
的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について
は、必ず弁護士にご相談ください。 

 

 www.noandt.com 
 
〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号 ＪＰタワー 
Tel: 03-6889-7000（代表）  Fax: 03-6889-8000（代表）  Email: info@noandt.com 
 

長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所で
あり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィス
を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、
国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 

NO&T Corporate Legal Update ～コーポレートニュースレター～の配信登録を希望される場合には、
<https://www.noandt.com/newsletters/nl_corporate/>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお問い合わせ等
につきましては、<newsletter-corporate@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきましたメー
ルアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承いただけますよ
うお願いいたします。 

https://www.noandt.com/seminars/seminar20220311-2/
https://www.noandt.com/legal_lounge/
https://event.on24.com/view/help/ja/sysreq.html#hardware_and_OS
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